
 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 神戸空港第３駐車場誘導システム導入工事 

 契 約 業 者 名 アマノ株式会社 

 随意契約の理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 本工事は、神戸空港第３駐車場において、既存の駐車管制設備に連動した車両誘導シス

テムを導入するものである。駐車場各区画の満空情報を表示する表示灯を新たに設置し、

来場車両の円滑な誘導を図ることを目的としている。 

既設の駐車管制設備はアマノ株式会社製のシステムであるため、新旧各部位の整合を取

るとともに、改修後もシステム全体として性能保証ができる施工は、上記請負人でなけれ

ば不可能である。以上の理由により、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該

当するため、上記請負人と随意契約を行う。 

担当部署 

（問合せ先） 
港湾局空港整備課  （電話番号 595-6269） 

 


